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本日の流れ

1. 令和3年介護報酬改定の振り返り

２．介護保険法及び関連法改定

３．令和６年度介護報酬改定について

～介護支援専門員に関する改定～



４つの基準のチェックシート

項目 指針 担当者 委員会 研修会 訓練

①感染症対策 〇 〇 〇
（6か月に1回）

〇
（年1回）

〇
ＢＣＰ（年1回）

②業務継続計画 〇
（年1回）

〇
（年1回）

③虐待防止 〇 〇 〇 〇
（年1回）

④ハラスメント
対策 〇 〇 〇



虐待防止
委員会

＜目的＞

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその
再発を確実に防止するための対策を検討する

＜検討項目＞

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に

関すること

ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が

迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる

再発の確実な防止策に関すること

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価

に関すること

＜留意事項＞

＊他の会議体を設置してい
る場合、これと一体的に設
置・運営できる。

＊他のサービス事業者との
連携により行うことも差し支
えない。



2040年の多元的な社会

―「参加」と「協働」でつくる包摂的な社会― 

・高齢者を平均像で語れない時代

・家族介護を期待しない・できない時代 （多様化する家族と住まい方 ）

・地域社会の変化 （住まいと地域の多様化 ）

5「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた制度やサービスについての調査研究 2040年：多元的社会における地域包括ケアシステム 」より抜粋



ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿
～３つの柱を同時に実現する～

１．地域完結型医療・介護
医療・介護を提供する主体の連携により、必要なときに「治し、支える」医療や個別ニーズに寄り添った
柔軟かつ多様な介護が地域で完結して受けられること

①医療・介護の主体的連携 ②「治し・支える」医療 ③地域完結型医療・介護

２．相談窓口の充実と連携、そして自己選択
地域に健康・医療・介護等に関して必要なときに相談できる専門職やその連携が確保され、さらにそれ
を自ら選ぶことができること

３．情報基盤整備とセルフメディケーション
健康・医療・介護情報に関する安全・安心の情報基盤が整備されることにより、自らの情報を基に、適切
な医療・介護を効果的・効率的に受けることができること

①情報基盤の整備と利用による疾病・介護予防

＊セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関（WHO）は定義

6令和６年度の同時報酬改定に向けた意見交換会（第１回）議事次第より抜粋・修正



訪問診療等におけるオンライン資格確認
（居宅同意取得型）について 医療保険

在宅医療ＤＸ情報活用加算 創設



訪問看護におけるオンライン資格確認
（居宅同意取得型）について 医療保険

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 創設



①国民のさらなる
健康増進

②切れ目なく質の
高い医療等の効率
的な提供

③医療機関等の業
務効率化

④システム人材等
の有効活用

⑤医療情報の二次
利用の環境整備

情報収集

↓

利活用

目的





介護ワンストップサービスの推進

「ぴったりサービス」
介護ワンストップサービスの対象手続は以下の９手続。

ア 要介護・要支援認定申請（新規・更新・区分変更）

イ 居宅介護（予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出

ウ 介護保険被保険者証の再交付申請

エ 介護保険負担割合証の再交付申請

オ 高額介護（予防）サービス費の支給申請

カ 介護保険負担限度額認定申請

キ 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請

ク 住所移転後の要介護・要支援認定申請

ケ 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請



①取得と利用

「個人情報使用同意書」を確認

①利用目的

②利用に関する条件

③利用する情報内容・範囲

④情報の開示・訂正・利用停止・消去

⑤利用期間

12

Ｐ３参照



全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する法律における介護保険関係の主
な改正事項

Ⅰ．介護情報基盤の整備

○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体的に実施

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化

○ 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の事務負担にも配
慮しつつ、財務状況を分析できる体制を整備

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等

○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備

Ⅰは、公布後４年以内に政令で定める日
Ⅱの一部は、公布後３年以内に政令で定める日



令和６年度介護報酬改定における改定事項

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた

働きやすい職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他



本日の流れ

1. 令和3年介護報酬改定の振り返り

２．介護保険法及び関連法改定

３．令和６年度介護報酬改定について

～介護支援専門員に関する改定～

令和６年度介護報酬改定ま
とめサイト（厚生労働省）



介護報酬及び診療報酬の改定時期

中医協資料より抜粋に三浦が加筆

介護報酬改定（第一弾）

介護報酬改定（第二弾）

処遇改善加算の１本化開始（６月）介護職員処遇改善支援補助（２月）

診
療
報
酬
改
定

介護
報酬
改定

令和６年６月開始

①訪問看護（予防）

②訪問リハ（予防）

③居宅療養管理指導

（予防）

④通所リハ（予防）



居宅介護支援 改定事項

３．ケアマネジメント

① 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

② ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

③ 福祉用具貸与・購入について

２．加算及び減算

 ①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

② 入院時情報連携加算の見直し

③ 通院時情報連携加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

⑤ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

１．運営及び体制

①居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて
介護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ）

②業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

③高齢者虐待防止の推進

④身体的拘束等の適正化の推進

⑤公正中立性の確保のための取組の見直し

⑥介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

⑦介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

⑧テレワークの取扱い

⑨重要事項説明書

⑩その他

厚生労働省 介護報酬改定パブコメを三浦がポイント整理

４月



①居宅介護支援事業者が市町村から指定を
受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付け
ることに伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。

 イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。

ⅰ居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指
定を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。

ⅱまた、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合（指定居
宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所
の管理に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

１．運営及び体制
４月



初回加算について

QA3-問６

指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を
提供していた利用者について、要介護認定を受け、引き続き当該事業所が
居宅介護支援を提供する場合において、初回加算の算定は可能か。

Q＆Aより抜粋

（答）
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる（介護
予防支援費の算定時においても同様である）。

４月



初回加算について２

QA3-問７

居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防
サービス計画を作成していた利用者について、当該居宅介護支援事業所
が介護予防支援の指定を受け、当該利用者に対し直接介護予防支援を提
供する場合、初回加算を算定できるのか。

Q＆Aより抜粋

（答）
算定可能である。なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規
で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お
尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介
護予防サービス計画を作成する必要がある。

４月



４月



②業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

１．運営及び体制
４月



③高齢者虐待防止の推進
１．運営及び体制

４月



④身体的拘束等
の適正化の推進

居宅介護支援（予防）の運営基準に以下を規定する

①利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得
ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと

②身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心
身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと

③緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つ
の要件を満たすことについて、組織としてこれらの要件の確認等の手続き
を極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておくこと

１．運営及び体制
４月



⑤公正中立性の確保のための取組の見直し

１．運営及び体制
４月



⑥⑦ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

１．運営及び体制

事業者とのデータ連携の実績は問わない。

４月



基本部分 高齢者虐待防止
措置未実施減算

業務継続計画未
策定減算

同一建物減算 運営基準減算

（１）居宅介護支援費
（Ⅰ）

（一） 居宅介護支援費（ⅰ）
（＊４５未満/人）

要介護１・２（１,０８６単位）

ー１／１００ ー１／１００ ×９５/１００

（運営基準減算の場
合）

×５０／１００
（運営基準減算が２

月
以上継続している場

合）
算定しない

要介護３・４・５（１,４１１単位）

（二） 居宅介護支援費（ⅱ）
（＊４５～６０未満/人）

要介護１・２（５４４単位）

要介護３・４・５（７０４単位）

（三） 居宅介護支援費（ⅲ）
（＊６０以上）

要介護１・２（３２６単位）

要介護３・４・５（４２２単位）

（１）居宅介護支援
費（Ⅱ）

（ケアプランデータ
連携システムの
活用及び事務職員
の配置）

（一） 居宅介護支援費（ⅰ）
（＊５０未満/人）

要介護１・２（１,０８６単位）

ー１／１００ ー１／１００ ×９５/１００

（運営基準減算の場
合）

×５０／１００
（運営基準減算が２

月
以上継続している場

合）
算定しない

要介護３・４・５（１,４１１単位）

（二） 居宅介護支援費（ⅱ）
（＊５０～６０未満/人）

要介護１・２（５２７単位）

要介護３・４・５（６８３単位）

（三） 居宅介護支援費（ⅲ）
（＊６０以上）

要介護１・２（３１６単位）

要介護３・４・５（４１０単位）

４月



取扱件数による基本単位区分

問 114 利用者数が介護支援専門員１人当たり 45 件以上の場合におけ
る居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）又は居宅介護支援
費（Ⅰ）（ⅲ）の割り当てについて具体的に示されたい。

Q＆Aより抜粋

（答）
【例１】 
取扱件数８０人で常勤換算方法で１．６人の介護支援専門員がいる場合
① ４５（件）×１．６（人）＝７２（人）
② ７２（人）－１（人）＝７１（人）であることから、
１件目から７１件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）を算定し、７２件
目から８０件目については、居宅介護支援費（Ⅰ)（ⅱ）を算定する。

４月



取扱件数による基本単位区分2
問 114 利用者数が介護支援専門員１人当たり 45 件以上の場合におけ
る居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）又は居宅介護支援
費（Ⅰ）（ⅲ）の割り当てについて具体的に示されたい。

Q＆Aより抜粋

【例２】 
取扱件数１６０人で常勤換算方法で２．５人介護支援専門員がいる場合
① ４５（件）×２．５（人）＝１１２．５（人）
② 端数を切り捨てて１１２（人）であることから、
１件目から１１２件目については、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）を算定する。
１１３件目以降については、
③ ６０（件）×２．５（人）＝１５０（人）
④ １５０（人）－１（人）＝１４９（人）であることから、
１１３件目から１４９件目については居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）を算定し、１
５０件目から１６０件までは、居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅲ）を算定する。

４月



担当件数の上限把握の計算式

居宅介護支援費（Ⅰ）

①一人ケアマネ：４４件

②複数ケアマネがいる場合

（４５件×（常勤換算数））ー１＝セーフな件数

＊ （小数点以下の端数が生じる場合にあって は、その端数を切り捨てた件数）

居宅介護支援費（Ⅱ）

①一人ケアマネ：４９件

②複数ケアマネがいる場合

（４９件×（常勤換算数））ー１＝セーフな件数

＊ （小数点以下の端数が生じる場合にあって は、その端数を切り捨てた件数）

４月



⑧テレワークの取扱い

人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求め
ている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管
理していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等
を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具
体的な考え方を示す。【通知改正】

（＊居宅療養管理指導除く）

１．運営及び体制
４月



⑨ 運営規程・重要事項説明書に記載

１．運営規程

①身体的拘束等の適正化の推進

②介護予防支援の指定

２．重要事項説明書

①BCP未策定減算

②高齢者虐待防止未実施減算

③同一建物等減算

④前6か月のサービス事業所割合の説明の取り扱い変更

⑤事業所の体制及び介護支援専門員担当件数変更

⑥加算・減算の修正

⑦いわゆるオンラインモニタリング及び訪問頻度の説明修正

４月



「書面掲示」規制の見直し
①重要事項説明書 ②苦情処理の措置の概要

①重要事項説明書 （※令和７年度から義務付け）

事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書
面掲示」を求めている一方、備え付けの書面（紙ファイル等）又は電磁的記録の供覧に
より、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」
に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則
として重要事項等の情報をウェブサイト（法人のホームページ等又は情報公表システ
ム上）に掲載・公表しなければならないこととする。

②苦情処理の措置の概要
苦情を処理 するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓口の連絡先、
苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内容を説明する文書に記
載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載するべきものである。



⑩ その他

１．両立支援：週 30時間以上の勤務
で「常勤」

「治療と仕事の両立」が追加

↓

「治療と仕事のガイドライン」

を参照

１．運営及び体制
４月



⑩ その他 「兼務要件」の緩和

１．管理者の責務及び兼務範囲の明確化

提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観

点から、管理者の責務につ いて、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時

かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行うことである旨を

明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理者がその責務を果た

せる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明

確化する。

１．運営及び体制
４月



⑩ その他 「人員基準」の緩和

居宅介護支援事業所の管理者
以下のような、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由が
ある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする。

１．本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等不測の事態によ
り、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支
援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険
者に届け出た場合。

なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を１年間猶予するとと
もに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特
に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することがで
きることとする。

２．特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得で
きる場合

４月



①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し１
～運営基準より抜粋～

４月

多様化・複雑化する課題に対応するために、

①家族に対する介護等を日常的に行っている児童(いわゆるヤングケアラーのこと)

②障害者

③生活困窮者

④難病患者等

⑤介護保険以外の制度や当該制度の対象者への支援に関する事例検討会、研修等

に参加していること。

対象となる事例検討会、研修等については、上記に例示するもののほか、仕事と介

護の両立支援制度や生活保護制度等も考えられるが、利用者に対するケアマネジメ

ントを行う上で必要な知識・技術を修得するためのものであれば差し支えない。

５つ追加



特定事業所加算の算定要件の変更点２

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援
事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差
し支えない。

２．加算及び減算 ４月



特定事業所加算の算定要件の変更点３

２．加算及び減算

（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算

又は特定事業所集中減算の適用を受けて
いないこと

４月



② 入院時情報連携加算の見直し

２．加算及び減算
４月



入院時情報連携加算について

問119 

入院時情報連携加算
（Ⅰ）及び（Ⅱ）につい
て、入院したタイミン
グによって算定可能
な日数が変わるが、
具体的に例示された
い。

Q＆Aより抜粋
４月



新様式
なお、当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提
示するも のであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のもの
ではない旨、念のた め申し添える。（老振発0313001号）

新様式参照



居宅療養管理指導

ケアマネジャーへの情報提供及び
「指導又は助言」の方法

ケアマネジャーに対する情報提供の方法

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議への参

加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要はない。）。

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては、

別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等でも可）により、ケアマネジャーに対

して情報提供を行うことで足りるものとする。

なお、⒠においては別紙様式１（医師）等により情報提供する場合に限る。

⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等

新様式参照



ケアマネジャーへの情報提供及び
「指導又は助言」の方法

⒠ 人生の最終段階
における医療・ケア
に関する情報等

新様式参照



退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進

退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所との間の

連携により、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院時共同指導

料２について要件を見直す。

45中央社会保険医療協議会総会（第581回）」より抜粋

【退院時共同指導料２】 ［算定要件］
(7) 退院時共同指導料２の「注１」は、退院後の在宅での療養上必要な説明及び指導を、当該患者が入院している
保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社
会福祉士と在宅療養担当医療機関の保険医若し くは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤師、管理栄養
士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を
受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同し
て行った場合に算定する。
なお、退院後に介護保険によるリハビリテーション（介護保険法第８条第５項に規定する訪問リハビリテーション、
同法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション、同法第８条の２第４項に規定する介護予防訪問リハビリ
テーション又は同法第８条の２第６項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。）を利用予定の場合、在
宅での療養上必要な説明及び指導について、当該患者が入院している医療機関の保険医等が、介護保険による
リハビリテーションを提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の参加を求めることが望
ましい。

追
加

診療報酬 ６月



退院後早期のリハビリテーション実施に向け
た退院時情報連携の推進

46

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】

６月



６月



③ 通院時情報連携加算の見直し

＜算定要件＞

○利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を
受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に
対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係
る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から
当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サー
ビス計画に記録した場合は、 利用者１人につき１月に１回を限度
として所定単位数を加算する

２．加算及び減算
４月



④ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点から、
人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を 末期
の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと 診断
した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメント加算
の算定回数の要件についても見直しを行う。

２．加算及び減算 ４月

経過措置あり



｢在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、
利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の
死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする｣

１．利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異
なる場合には、 ｢利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月｣に算定す
ることとする。

２．既に｢利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月｣の請求が終わって
いる場合は、当該月の請求を過誤（取り下げ）し、ターミナルケアマネジメン
ト加算を追加する形で再請求（※）を行う。

平成３０年４月１３日
事務連絡より抜粋

４月



【報酬告示に関する通知案】より

看取り期
病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険
施設（以下「病院等」という。）から退院又は退所する者等であって、

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見
込みがないと診断した利用者

については、当該利用者に対してモニタリング等の必要なケアマネジメント
を行い、給付管理表の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行って
いる場合は請求することができる。なお、その際は居宅介護支援費を算定し
た旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録を残しつつ、
居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくこと。

令和３年度介護報酬改定より抜粋



⑤ 同一建物に居住する利用者への
ケアマネジメント

＜対象となる利用者＞

・指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護
支援事業所と同一の建物に居住する利用者

・指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物（上
記を除く。）に 居住する利用者

２．加算及び減算 ４月



１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住
～運営基準より抜粋～

〇同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで
隣接する建物の利用者数を合算するものではない。

〇この場合の利用者数は、当該月において当該指
定居宅介護支援事業者が提出した給付管理票に係
る利用者のうち、該当する建物に居住する利用者
の合計とする。

４月



同一敷地内建物等に該当しないものの例
～運営基準より抜粋～

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられてお
り、 横断するために迂回しなければならない場合

４月



居宅介護支援 改定事項

３．ケアマネジメント

① 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

② ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

③ 福祉用具貸与・購入について

２．加算及び減算

 ①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

② 入院時情報連携加算の見直し

③ 通院時情報連携加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

⑤ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

１．運営及び体制

①居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて
介護予防支援を行う場合の取扱い（予防のみ）

②業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

③高齢者虐待防止の推進

④身体的拘束等の適正化の推進

⑤公正中立性の確保のための取組の見直し

⑥介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

⑦介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

⑧テレワークの取扱い

⑨重要事項説明書

⑩その他

厚生労働省 介護報酬改定パブコメを三浦がポイント整理

４月



① 他のサービス事業所との連携によるモニタリング
３．ケアマネジメント ４月



重要事項説明書

問111 

文書により利用者の同意を得る必要があるが、重要事項説明書等にチェッ
ク欄を設けるなどの対応でも差し支えないか。

Q＆Aより抜粋

（答）
利用者やその家族に対し、テレビ電話装置等を活用したモニタリングにつ
いて、そのメリット・デメリットを含め十分に説明した上で、チェック欄に
チェックを入れることにより同意を得ることは差し支えない。

４月



② ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

○居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞ 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等につい
ては、主治の医師等がその必要性を認めたものに限ら れるものであることから、介護支援専門員は、こ
れらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあって は主治の医師等の指示があるこ
とを確認しなければならない。 このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必
要な場合には、介護支援専門員は、あらかじ め、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めると
ともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当該意見を踏まえて作成した居宅サービス計
画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、 交付の方法については、
対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。 また、ここで意見を求める「主治の医師等」に
ついては、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師に限定されないことに留意するこ
と。

特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関から
の退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、
入院中の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅
サービス計画を作成することが望ましい。（後略）

３．ケアマネジメント
４月



③ 福祉用具貸与・購入について

４月



選択制の対象福祉用具の貸与に係るモニタリング

４月

１．福祉用具貸与計画にモニタリングの実施時期を追加する。

２．福祉用具専門相談員が、 モニタリングの結果を記録し、その
記録を居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所に報告
することを義務付ける。

３．選択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の
提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用
開始後６月以内に少なくとも１回モニタリングを
行い、貸与継続の必要性について検討を行うこと
を義務付ける。

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について 」介護給付費分科会第238回（R6.1.15）より抜粋



選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス

４月

１．福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当
該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。

２．、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販
売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要
な場合は、使用方法の指導、修理等（メンテナンス）を行うよう努
めることとする。
＜＊メンテナンスにかかる費用については、個々の契約に基づく＞

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について 」介護給付費分科会第238回（R6.1.15）より抜粋



軽微な変更の追加
「福祉用具貸与」→「特定福祉用具販売」への変更

指定福祉用具貸与の提供を受けている対象福祉用具をそのまま特
定福祉用具販売へ変更する場合に、「軽微な変更」に該当する場合
があるものと考えられる。

なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどう
かは、変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な
指定居宅サービス等の利用）から第12号（担当者に対する個別
サービス計画の 提出依頼）までの一連の業務を行う必要性の高い
変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。

４月



令和６年４月１日（以下、「施行日」という）以前の
利用者について

問 99 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の
種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介
護予防福祉用具の種目（平成11 年厚生省告示第94号）第７項～第９項に
それぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」（以下、「選択制の対
象福祉用具」という）を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後
に特定福祉用具販売を選択することができるのか。

Q＆Aより抜粋

（答）
貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与
事業者、特定福祉用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連
携すること。

４月



令和６年４月１日（以下、「施行日」という）以前の
利用者について2

問100 

施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニ
タリング時期はいつになるのか。

Q＆Aより抜粋

（答）
・施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から６月以
内に少なくとも１回モニタリングを実施することとしているが、施行日以
前の利用者に対しては、利用者ごとに適時適切に実施すること。

４月



貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する
情報提供について

問101 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選
択に当たって必要な情報とはどういったものが考えられるか。

Q＆Aより抜粋

・ 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から
   聴取した意見
・ サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化
   や福祉用具の利用期間に関する見通し
・ 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
・ 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
・ 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
・ 国が示している福祉用具の平均的な利用月数（※） 等が考えられる。

４月



選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数
（出典：介護保険総合データベース）

・ 固定用スロープ：１３.２ヶ月

・ 歩行器 ：１１.０ヶ月

・ 単点杖 ：１４.６ヶ月

・ 多点杖 ：１４.３ヶ月



医師に照会する必要があるか

問112 選択制の対象福祉用具を居宅サービス計画又は介護予防サービス
計画（以下「居宅サービス計画等」という。）に位置付ける場合、主治医意見
書や診療情報提供書に福祉用具に関する記載がない場合は、追加で医師
に照会する必要があるか。

Q＆Aより抜粋

（答）
追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、
アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸
与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照
会は要しない。

４月



居宅サービス計画等の見直し又は継続理由の記載

問113 福祉用具貸与については、「居宅サービス計画等」作成後、利用者が継続して福
祉用具貸与を受ける必要性について検証し、継続して福祉用具貸与を受ける必要があ
る場合には、その理由を再び居宅サービス計画等に記載しなければならないことと
なっており、選択制の対象福祉用具の貸与を行った場合、福祉用具専門相談員が少な
くとも６月以内にモニタリングを行い、その結果を居宅サービス計画等を作成した指定
居宅支援事業者等に報告することとされているが、居宅サービス計画等の見直し又は
継続理由の記載については福祉用具専門相談員のモニタリングと同様に６月以内に行
う必要があるのか。

Q＆Aより抜粋

（答）
必ずしも６月以内に行う必要はないが、福祉用具専門相談員からモニタリン
グに関する情報提供があった後、速やかに居宅サービス計画等の見直し又は
継続理由の記載を行うこと。

４月



４．サービス事業所の変更



１．訪問介護の報酬改定

①訪問介護における特定事業所加算の見直し

②業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

③高齢者虐待防止の推進

④身体的拘束等の適正化の推進

⑤訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

⑥訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

⑦処遇改善加算の一本化

⑧テレワークの取扱い

⑨訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し

４月



①
特
定
事
業
所
加
算

の
見
直
し

４月



⑤訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、認知症高齢者の重症化の緩和や日常生活自立度Ⅱの者に対
して適切に認知症の専門的ケアを行うことを評価する観点から、利用者の受入れに関する要件を見直す。 【告示改正】

４月



⑥訪問系サービス及び短期入所系サービス
における口腔管理に係る連携の強化

４月

６月

新様式参照



⑨訪問介護における同一建物等
４月

令和６年11月１日から適用
令和６年度前期（令和６年４月から９月末まで）の実績で判断

→ 令和６年10月15日までに体制等の届け出



２．通所系サービス・認知症デイの報酬改定
①業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

②高齢者虐待防止の推進

③身体的拘束等の適正化の推進

④通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し

⑤リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

⑥通所介護等における入浴介助加算の見直し

⑦科学的介護推進体制加算の見直し

⑧アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

⑨介護職員処遇改善加算の一本化

⑩テレワークの取扱い

⑪外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

⑫個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和及び評価の見直し

⑬通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

４月



④通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、
従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求める
こととする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。【告示改正】

４月



⑥通所介護等における入浴介助加算の見直し

＜入浴介助加算(Ⅰ）＞

（現行の入浴介助加算（Ⅰ）の要件に加えて） ・入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等
を行うことを新たな要件として設ける。

＜入浴介助加算(Ⅱ）＞（現行の入浴介助加算（Ⅱ）の要件に加えて）

・医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示のもと情報通信機器等を活用して状況把握を行い、
医師等が評価・助言する場合においても算定可能とする。

４月

６月



⑫個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和及
び評価の見直し

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロにおいて、現行、機能訓練指導員を通所介護等を行う時間帯を通じて
1 名以上配置しなければならないとしている要件を緩和するとともに、評価の見直しを行う。

４月



⑬通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等に対応する観点から、送
迎先に ついて利用者の居住実態のある場所を含めるとともに、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所
の利用者との同 乗を可能とする。



送迎減算 ①送迎の範囲について

問65 

通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の
場所（例えば、親族の家等）へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可
能か。

Q＆Aより抜粋

（答）
・ 利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とす
るが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範
囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られ
ている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を
適用しない。

４月



⑧ 介護予防単位数変化（大阪市）

令和３年 令和6年
R6年改定

留意点

介護予防ケアマンジメント 438 ４４２

介護予防型通所サービス
（週1回程度）

1,672
（＊運動器加算

225単位）
1,798

①運動器機能向上が基本単価へ包括
②送迎減算開始（片道47単位）

短時間型通所サービス
（週1回程度）

1,170
（＊運動器加算

225単位）
1,259

①運動器機能向上が基本単価へ包括
②送迎減算開始（片道47単位）

介護予防型訪問サービス
（週1回程度）

1,176 1,176

生活援助型訪問サービス
（週1回程度）

888 888

＜送迎減算（R6開始）＞
事業所が送迎を行わない場合については、イを算定している場合はA65612について1月につき376単位の範囲内で、ロを算
定している場合はA65622について1月につき752単位の範囲内で減算してください。

４月



１２か月超の介護予防リハビリの減算

＜算定要件＞

利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所（訪問）リハビリテーションを行う場合の減算を行わな
い基準（新設）

・３月に１回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状
況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の
変化に応じ、リハビリテーション計画を見直していること。

・利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供
に当たって当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

６月



３．訪問看護の報酬改定
①専門性の高い看護師による訪問看護の評価

②円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進

③訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し （ターミナルケア加算2,000単位→2,500単位/死亡月）

④情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

⑤業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

⑥高齢者虐待防止の推進

⑦身体的拘束等の適正化の推進

⑧訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化

⑨テレワークの取扱い

⑩訪問看護等における24時間対応体制の充実

⑪訪問看護等における24時間対応のニーズに対する即応体制の確保

⑫退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

⑬理学療法士等による訪問看護の評価の見直し

６月



専門性の高い看護師による訪問看護の評価

６月



退院・退所当日に初回加算

６月



訪問看護等における24時間対応体制の充実

６月



訪
問
看
護

６月



短期入所生活介護

ロングショートの減算
○短期入所生活介護連続して60日を超えて同一の短期入所生活介護事業所に入所している利用者

○介護予防短期入所生活介護連続して30日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業所に入所してい
る利用者

４月

４月１日から適正化の対象



基準費用額（居住費）の見直し
(令和６年８月～)

令和４年の家計調査によれば、高齢者世帯の光熱・水道費は令和元年家計調査に比べると上昇しており、在宅で生
活する者との負担の均衡を図る観点や、令和５年度介護経営実態調査の費用の状況等を総合的に勘案し、基準費
用額（居住費）を ６０円／日引き上げる。

８月



ご清聴ありがとうございました。

株式会社 シャカリハ
Social Re-Habilitation Design.inc (S.R.H.D.)

代表取締役 三浦 浩史

syakariha@gmail.com

詳細を聞きたい！
運営相談したい！ などは下記まで気軽にご相談ください。
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